
１．はじめに

今、少子化・高齢化に伴って人口減少が進む
日本の多くの自治体では、これまで行ってきた
人口増加と都市化に対応するまちづくりの方法
がほとんど通用しなくなっている。

人口増加は、都市サービスやインフラへの需
要が大幅に増えることによる様々な弊害をもた
らした。道路の渋滞、大都市圏のラッシュア
ワー、公害・環境問題などが代表的である。こ
うした都市化に伴う弊害を最小限に抑えるべ
く、インフラ整備や土地利用規制などの都市政
策が進められてきた。他方、人口が増加するこ
とによって、自治体は税収、労働力、サービス
需要など、様々なリソースを得ることができ、
それらをてこに弊害を抑制する政策を推し進め
ることができた。税収増によって投資が可能と
なり、増加する労働力が都市サービスの運営を
支え、住民の増加によるサービス需要の拡大が
収支を改善させた。行政による都市政策だけで
なく、たとえば鉄道敷設と種々の都市開発で市
民を郊外に誘致した小林一三モデルもその典型
とみなすことができる。現在、各法に基づいて
行われている市街地開発事業による市街地整備
や容積率緩和による様々な公共貢献の導入など
も、人口増加という前提の基で成立している。

人口減少局面では、こうした前提として成立
してきたまちづくりの様々な手法が、すべて封

じられることになる。

２．日本の人口減少問題の本質

人口減少局面のまちづくりについて、日本は
人口減少で先んじていた欧米諸国からいくつか
の制度を学んで適用している。米国の五大湖周
辺、いわゆるラストベルトに位置するいくつか
の人口減少都市で行われている、ランドバンク
という、空き家や空き地など管理不全になりが
ちな土地・建物を公的機関や NPO などが一時
的に取得・管理・再生し、地域全体として有効
活用・流通させる仕組みや組織は、日本でも紹
介され、山形県鶴岡市などでも試みられている。
また冷戦終結に伴って多数の若年層が流出した
旧東ドイツにおける、公営住宅を中心とする団
地地区の再生も、日本で様々な形で紹介されて
いる。こうした事例は、人口減少によっておこ
る問題をむしろアドバンテージに変えて地域づ
くりを進めようとする巧みな取組であり、制度・
仕組みとして純粋に興味深い。

ただ、これらが日本で適用可能であるかとい
うと、これらの制度・仕組みが成り立つための
前提の部分で大きな違いがあるため、簡単に肯
定はできない。米国は国全体では長期的に人口
増加が想定できる国であり、経済の盛衰が目ま
ぐるしい。個別に分割された土地では価値が低
くても、それらを集約すればそれなりの市場価

特　集

人口減少への適応のためのまちづくり

瀬田 史彦
東京大学大学院 工学系研究科 准教授

- 7 - とよなか都市創造　VOL.4　2026.3



値が生まれる可能性がある。また今は落ちぶれ
てしまっているラストベルトの都市も、将来的
に復活し、土地や建物の需要が再び高まる可能
性を想定して、今使われていない空き地を格安
で仕入れておくという戦略もありうる。

また旧東ドイツで取り上げられる先進事例の
成功は、公的介入が概して強い国の、しかも団
地だったからこそできたという側面が大きく影
響している。ドイツでは、都市計画・広域計画
の規制が都市の密度と住宅供給を厳しく管理し
ており、また住宅のかなりの部分を公的機関が
所有または管理することによって、家賃の適正
化もある程度可能となっている。団地も公が自
ら持つか、そうでなくてもそのありように強く
関与できるため、人口減少に対しては減築や住
民移転などで供給を絞りつつ、その地区で身の
丈にあった賑わいを保つことも比較的可能と
なっている。

翻って日本は、まず公が住宅市場に関与でき
る度合いが低い。それだけでなく、都市計画の
規制も極めて緩く、人口動態に応じた都市のコ
ントロールはおぼつかない。広域計画も言葉だ
けのもので実効性がないため、市町村同士が、
人口減少で少なくなった開発や転入者の奪い合
いに血道を注いでいる。そしてなにより、米国
のように人口が増加する可能性は将来にわたっ
てあり得ない。仮に明日から出生率が人口置換
水準（人口を維持するのに必要な出生率で、日
本全体では 2.08 程度である）になっても、こ
の先数十年は人口の減少が確定している。外国
人人口は急増しているものの、外国人を合わせ
た人口も減り続けており、ここ数年と同じ数
十万人のペースで毎年外国人を迎え入れても人
口減少のペースを緩めることは不可能となって
いる。

したがって、人口減少への適応のための政策
の実施、そして政策の前提となる制度の改革・
再構築は喫緊の課題だ。これまでの地域づくり

の制度のほとんどが人口増加を前提としてきて
いるのだから、制度の原理から見つめ直すよう
な相当な改革が必要だろう。

３．人口減少への適応のためのいくつか
　　の方法

継続する人口減少に対してどのように適応す
るか。著者も現在、研究の途中であるが、今の
時点では、大別して以下の 4 つに要約されると
考えている。

（a）人がいなくても成り立つシステムを構築す
る

（1）デジタル化によって無人化・省人化を推
進する

（2）人の手を入れる部分（地域や内容）を限
定する

（b）人口と地域の考え方・あり方を変える
（3）人口密度を高めて地域サービスの効率を

高める
（4）より大きな圏域で地域サービスを考える

もちろん筆者もこれらすべてについて詳しい
わけではなく、例えば技術革新については、国
内外で行われる社会実験などの結果を聞きなが
ら、省人化・無人化の可能性について個人的に
考えを巡らせる立場だ。ただ、人口減少への適
応は、このうちの 1 つというわけではなく 4 つ
すべてを、地域の実情に応じてうまく組み合わ
せていくことが重要だと考えている。

（1）デジタル化によって無人化・省人化を推
進する

すでに国・自治体が推進する様々な形で取組
が行われている様々な都市サービスの供給をデ
ジタル化することによって、人が関わらなくて
も成り立つ、またより少ない人手で運営できる
システムを構築することが必要になる。将来的
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には、自動運転やドローン物流に代表される革
新的な無人・省人サービスが想定されるが、当
座は少しずつ人手を少なくしながらサービスの
質を保つという漸進的な取組が必要となるだろ
う。

都市サービスの無人化・省人化を考える場合、
注意が必要なのは、多くの都市サービスが現状
では物理的な移動を伴って行われていることで
ある。そしてこの動きはデジタル化が革新的に
進んだとしてもそう簡単には反転できそうもな
い。図 1 は、2023 年に閣議決定された国土計
画（第三次国土形成計画（全国計画））の策定
過程で、都市サービスのデジタル化について検
討した結果を示したものである。これによれば、
都市サービスの供給自体は多くの場合、人やも
のの物理的な移動が不可欠になっている。生活
に必須となる電気・ガス・上下水道・廃棄物は
もちろん、医療・介護・育児などのサービスも
物理的な移動が何らかの形で不可避となる。当
座のデジタル化の取組は、都市サービス自体を
物理的な移動なしで行うというメリットより

も、都市サービスの供給をデータに基づいて最
適化することを重視して進めることが求められ
るだろう。そのためにも、住民サービスのデー
タ基盤の活用は必須と言える。

もう一つの留意点は、無人化・省人化の推進
には、サービスを受ける市民の理解が不可欠と
いうことである。国内外で多く行われている都
市サービスの社会実験は、そのサービスの実現
性・効率性を測るという目的以上に、そのサー
ビスを都市に導入した場合の市民の反応を測る
という意義が重要だと考えられる。自動運転や
ドローンには安全性に加えて安心感が、遠隔医
療をはじめとするリモートサービスには高齢者
等にとっての利便性が常に問題となる。国・地
域や世代によって異なる市民の理解の度合いを
高めると同時に、日々進歩していく技術と組み
合わせてサービスとして導入していくかが問わ
れている。都市サービスの供給で日々市民と向
き合う自治体職員と、技術進歩を担うエンジニ
アの密接な協力が求められるだろう。

図１　都市サービスのデジタル化
出典：国土の長期展望専門委員会（2021）『「国土の長期展望」最終とりまとめ　参考資料』
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（2）人の手を入れる部分（地域や内容）を限
定する

しかし、このように技術革新によって人口減
少による問題を補うだけでは、人がいなくても
成り立つシステムは当座は十分に機能しないと
考えられる。人口減少は、地域を支える事業者、
自治体の職員、コミュニティ・集落の担い手な
ど、あらゆるリソースを減少させ、システムの
存続を危うくする。

日本の自治体は、明治以来の自治の歴史の過
程で、常に業務と権限を増やして大きくなって
きた。半世紀に一度行われてきた大合併は、増
加する行政事務に対応して自治体の規模を拡大
し人的・財政的リソースを大きくする施策だっ
た。しかし人口減少と財政縮小によって、こう
した拡大には明らかな限界が訪れている。21
世紀から主に導入されてきている民間活用の取
組は、民間が行政の肩代わりをするとみなすこ
ともできるが、だからといって行政がその権限
と責任を手放せるわけではない。民間活用を通
じてより効率的な都市サービスの供給を行うた
め、むしろ行政の責任は重くなっている。そし

て民間は当然、利潤を生みだせるサービスにし
か参加しないため、人口減少で都市サービスの
需要自体も低下する中では、その活用にはおの
ずと限界がある。

こうした状況の中、自治体ができることは、
業務として関与する対象、つまり手を入れる部
分を限定することになると考えられる。そして
限定されたところだけに関与するという合意形
成を関係する主体の間で形成することが求めら
れる。

例えば、農山漁村では耕作放棄地や荒廃森林
が拡大している。集落は高齢化し人口も減少し
て、担い手の数は急減している。こうしたとこ
ろでは、集落全体の土地を管理することはもう
不可能となっている。集落の土地の状況を把握
し、管理するに値する価値のある土地を選びだ
して、そこに資源を集中して守る、ということ
が必要な段階に来ている。逆に言うと、管理す
るに値しない土地を選出してそこはほとんど、
あるいは全く手を入れない、という合意をする
ことでもある。これまで、このような発想でま
ちづくりを考えてきた者はほとんどいないと思

図２　国土の管理構想の図（粗放的管理など）
出典：国土交通省（2021）『国土の管理構想（概要全体）』
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われるが、人口減少局面では発想の転換が求め
られるだろう。2021 年に国土交通省が公表し
た「国土の管理構想」は、そのような発想での、
人口減少局面における新しい土地の管理方法を
提案している（図 2）。

また空き家の問題は、農山漁村に限らず、都
市でも大きな問題になっている。これも、限定
されたところだけに資源を集中するという考え
方を踏まえると、「市全体で空き家が○％と高
いので改善したい」という方針も、人口減少局
面では意味がなくなる。人口、あるいは正確に
は世帯が減少すれば、空き家が増えるのは自然
のことであり、抗しがたい。二地域居住を推進
するとしても、空き家率を抜本的に解消するほ
どの期待は到底持てないだろう。まちづくりの
取組としてはむしろ重点的な場所を絞り、危険
性が高まる特定空き家の除去や、賑わいを保ち
たい中心市街地に居座る空き家（・空店舗）解
消といった対策を講じることの方が合理的とな
る。これも人の手を入れる部分を限定し、リソー
スを集中させる取組となる。

（3）人口密度を高めて地域サービスの効率を
高める

さて、上の 2 つは人がいなくても成り立つシ
ステムを構築する取組であったが、次の 2 つは
空間における人のありようや考え方を変えて対
策するものである。

都市サービスの多くは、人口密度が高ければ、
空間的に小さいエリアに供給を集中させること
ができるため、効率がよくなる。したがって、
都市の人口密度を高めて都市サービスの効率を
高めることは、都市計画のもっとも基本的なセ
オリーの 1 つとなっている。この考え方の基で、
日本でも都市計画による市街地整備と無秩序な
郊外化の防止が、人口増加局面で行われてきた。
元々田畑や森林だったところを市街地として開
発する際、ルールと場所を定め、市街地全体と

しての密度をコントロールしようと努めてき
た。近年、インフラや都市サービスの多くが不
要であると標ぼうする住宅が出てきているが、
都市サービスは多様なインフラと人的リソース
で成り立っているので、現状ではかなり特殊な
生活スタイルでないとそうした住宅では暮らせ
ない。都市計画のセオリーは、当分の間まだ成
立すると考えられる。

今、人口減少が進行し、放置したままでは各
地区の人口密度は自然と低下して、都市サービ
スの効率は低下する。そこで、市街地の集約を
行い、中心部など特定の市街地の人口密度を高
めるという取組が推進される。都市全体として
は「コンパクトシティ」という姿を理想として、
各都市で立地適正化計画に基づく施策が進めら
れている。これも上述の、現在でも十分に正し
いセオリーの基で考えられている（図 3）。

しかし、人口減少局面で、実際に市街地の集
約を進めて人口密度を高め、または維持するの
は難しい。人口増加局面では、元々市街地でな
かったところに一定以上の人口密度の市街地を
想定し、そこに団地などの住宅開発を集中させ
るという手段がある程度有効だった。しかし、
人口減少は、ある地区からまとまって人口が減
るのではなく、それぞれの地区から歯抜けのよ
うに少しずつ人が減っていくというのが通常で
ある。その現象の本質は「都市のスポンジ化」
といった言葉で表現されている。こうした状況
を変えるためには住民の移住を想定する政策が
必須となるが、それは限りなくハードルが高い。
また、人口が減少している自治体でも、都市計
画の規制が緩いため、郊外や地方都市では市街
地は今でも拡大し続ける傾向がみられる。

筆者はそれでも、立地適正化計画にもとづく
居住誘導区域などの設定は、中長期的に都市
サービスを重点化していく根拠として有用にな
ると考えているが、集約化の達成には現在の施
策担当者が考えているよりもはるかに長い年
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月、たとえば 50 年、100 年といった期間を要
すると想定している。

（4）より大きな圏域で地域サービスを考える
人口密度を高めることと同時に、従来よりも

大きな圏域を想定して、そこに含まれるより大
きな人口を対象とした地域サービスを設定す
る、すなわち広域連携が、人口と地域の考え方・
あり方を変えるもう 1 つの方法である。

広域連携も、高度成長期の人口増加局面から
導入されてきた。都市化の過程で、廃棄物処理
施設、上下水道などをはじめとする様々な供給
処理施設が必要となり、その一部は複数自治体
による一部事務組合などを通じた広域連携に
よって整備され、運営されてきた。広域連携の
最も大きなメリットの 1 つは規模の経済、すな
わちより大きな人口と面積を対象にすることに
よって整備や運営にかかる固定費を低減するこ
とである。1 つの自治体では賄えない供給処理

施設の整備や運営のコストが、複数の自治体が
協力することによって可能となる。

今、人口が減少するなかで、広域連携の必要
性は、低くなるどころか、ますます高まってい
る。施設やサービスの維持・管理や更新に、引
き続き固定費を含めて多額の費用がかかる。そ
して人口が減少していくため、上記の規模の経
済を十分に得るためには、これまでよりもさら
に広い地域で連携し、メリットを得られるだけ
の十分な人口と面積が必要になる。これまで単
独の自治体で賄えていたサービスの中にも、今
後、複数の自治体で検討しなければならないも
のが出てくるだろう。

しかし、このように原理的には人口減少局面
で当然のように必要とされそうな広域連携も、
実際にはそれほど進んでいない。広域連携の意
思決定は、1 つの自治体で行う意思決定よりも
はるかにハードルが高いのが通例である。広域
連携の意思決定の困難さは、理論的に経済学の

図３　立地適正化計画で想定されるコンパクトなまち
出典：国土交通省（2024）『立地適正化計画の手引き【資料編】（令和 6 年 4 月改訂）』
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取引費用の概念で整理することができ、主に評
価困難性（広域連携のメリットが確実でないと
意思決定できない）と、資産特定性（広域連携
による施策の持続性に疑念があると意思決定で
きない）がある。

こうした取引費用の問題を乗り越えるために
進められるのが、意思決定主体自体を広域でま
とめる市町村合併である。日本では、国が、
1990 年代に広域連携を推し進める広域連合制
度を創設したが、期待されるほどの成果を得ら
れなかったため、2000 年代には市町村合併に
舵を切った。市町村合併は、意思決定主体を 1
つにすることによる効果があるが、その結果に
ついての評価は、専門家によってもまちまちと
なっている。

今、人口減少が進み、役所・役場の人的資源
が著しく縮小している農山漁村の自治体を中心
に、自治のあり方が検討されている。国も、今
年（2026 年）はじめに首相の諮問機関である
地方制度調査会を新たに立ち上げた。筆者は、

図 4 のように、国レベルでの大規模な合併の取
組が、明治以来、50 年に 1 度程度でしか行え
ないくらいの大きな取組であることを考える
と、市町村同士の水平的な広域連携が当座は現
実的な取組ではないかと考えている。農山漁村
や小規模自治体については、それに都道府県が
サポートする垂直的な連携が加わり、政策に
よって様々な水平・垂直の連携が重層的に行わ
れるような姿が理想的ではないかと想像してい
る。

４．おわりに

豊中市は、市街地の集約を進める立地適正化
計画を 2019 年に策定し、広域連携についても、
これまでの様々な取組に加えて、隣接・近接す
る中核市である吹田市、尼崎市、西宮市の広域
連携を新たに進めているという。また今のとこ
ろ、人口動態は横ばいから微減という状況であ
り、人がいなくても成り立つシステムを構築す

図４　明治以降の合併と広域連携の変遷
出典：総務省ウェブサイトなどより筆者作成
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るだけでなく、むしろ人が増えるところにサー
ビスを提供する政策も引き続き重要な位置づけ
となっていると想像される。他方、2023 年に
改訂された豊中市の『人口ビジョン』をみると、
2000 年代半ば以来、反転し増加し続けてきた
人口も再び減少に転じると予想されている。今
後は、一部の地区での人口増加に対応しながら
も、全体として減少していく状況に適応するこ
とが求められるだろう。

最後に、人口減少への適応の状況を、公共施
設（行政財産）延面積および住宅地の増減と人

口増減の比較を大阪府内市町村でプロットした
図 5 から観察してみよう。豊中市は、2012 年
からの 10 年間で、人口が増えるなかでも公共
施設は減少し、住宅地の増加も抑えられている。
しかし大阪府下で人口が減少する他の市町村を
みても、住宅地はほとんどの市町村で増加し、
公共施設についても少なくない自治体で増加し
ており、人口減少に適応しているとは言えない
状況となっている。

豊中市でも今後、人口減少への適応を意識し
た政策が求められる。

図５　大阪府内自治体の人口増減と住宅地・公共施設の増減
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